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平成 23 年９月 30 日 

各  位 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

（コード番号 8316） 

株式会社三井住友銀行 

プロミス株式会社 

（コード番号 8574） 

 

三井住友フィナンシャルグループによるプロミスの完全子会社化に向けた 

基本契約締結等のお知らせ 

 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（取締役社長：宮田 孝一、以下「SMFG」）、SMFG

の完全子会社である株式会社三井住友銀行（頭取：國部 毅、以下「SMBC」）及びプロミス株式

会社（代表取締役社長：久保 健、以下「プロミス」）は、本日開催の各社取締役会において、

関係当局の許認可等を前提として、SMFG によるプロミスの完全子会社化（以下「本完全子会社

化」）に向けた基本方針に関して決議し、その具体的な取引の実施等に向けて、以下のとおり

基本契約の締結等を行いましたので、お知らせいたします。 

本完全子会社化に向けて、本日、SMBC は、同社取締役会において、SMBC によるプロミスの株

式等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）の開始を決議し、また、プロミスは、同社

取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明する旨の決議を行いました。また、プロ

ミスは、同日開催の同社取締役会において、SMFG 又は SMBC を割当先とする第三者割当増資（以

下「本第三者割当増資」）を決議し、SMFG 及び SMBC は、同日開催の各社取締役会において、プ

ロミスによる本第三者割当増資を SMFG 又は SMBC が引き受けることについてそれぞれ決議いた

しました。 

なお、プロミス、SMFG 及び SMBC は、SMBC が本公開買付けによりプロミスの発行済株式の全

て（プロミスが保有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、原則として、

本公開買付け後に SMFG を株式交換完全親会社、プロミスを株式交換完全子会社とする株式交換

（以下「本株式交換」）を行うことにより、SMFG がプロミスを完全子会社とすることを企図し

ております（本公開買付け及び本完全子会社化に係る手続を含む SMFG によるプロミスの完全子

会社化並びに本第三者割当増資を含む一連の取引を併せて以下「本件取引」と総称）。 

 

記 

 

１. 基本契約の理念及び目的 

SMFG グループでは、①コンシューマーファイナンス事業は、利息返還請求の高止まりに加え、

上限金利規制や貸金業者に対する総量規制の導入に伴う市場規模の縮小といった厳しい事業環

境に直面しているものの、依然として、相対的に利ざやが厚く、継続して安定した利益水準が

見込める事業であり、中長期的に、個人消費を支えるリテールビジネスのラインナップの一つ

として重視していきたいと考えていること、②お客さまの選好の相違等により銀行と消費者金

融会社は補完関係にあるため、プロミスが SMFG グループの顧客基盤拡大に寄与するものである
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こと、及び③プロミスの審査その他のノウハウは SMFG グループのコンシューマーファイナンス

事業戦略上不可欠であることから、プロミスグループをコンシューマーファイナンス事業にお

ける中核的存在の一つとして位置づけております。 

現在、プロミスを取り巻く経営環境は、上記のとおり依然として厳しい状況にありますが、

プロミスは「質・量ともに No.１のコンシューマーファイナンスカンパニー」としての確固たる

地位を築くべく、積極的に事業構造改革を進めています。具体的には、有人店舗の全廃や大幅

な人員削減といった経営効率化を進める一方で、三洋信販株式会社やアットローン株式会社と

の統合を実現し、効率的かつ高品質な顧客サービスの提供が可能な営業体制への変革を進める

とともに、プロミス店舗への SMBC のローン契約機やＡＴＭの設置、SMBC 店舗のローン契約機の

プロミスへの開放、オリックス・クレジット株式会社のカードローンの一部に対する保証業務

の提供など業容拡大に向けた様々な取組を行っております。 

こうした中、SMFG 及び SMBC は、内外における健全な消費者金融ニーズに応えて、SMFG グル

ープのコンシューマーファイナンス事業をさらに強化し、早期に確固たる収益基盤を構築する

ためには、プロミスと SMFG グループ各社との連携を一層強化し、グループ一体でのより迅速か

つ機動的な意思決定が可能となる体制を整備する必要があり、併せて、プロミスを軸としたコ

ンシューマーファイナンス事業の拡大を効果的に実現するためには、プロミスの財務基盤の強

化が必要との認識に基づき、SMBC による本公開買付けを経て最終的に SMFG がプロミスを完全子

会社化するとともに、同時にプロミスによる本第三者割当増資を SMFG 又は SMBC が引き受ける

ことを通じて早期にプロミスの財務基盤を強化することが最適であると判断するに至りました。 

プロミスにおいても、コンシューマーファイナンス事業をリテールビジネスのラインナップ

の一つとして重視し、プロミスグループをコンシューマーファイナンス事業における中核的存

在の一つとして位置づける SMFG の完全子会社となることで、SMBC ブランドや SMBC の営業チャ

ネルを積極的に活用することによる営業展開力の強化、SMFG グループのグローバルな経営資源

を活用した海外事業の強化、資金調達や本社機能に要する経営資源の営業推進等への再配分と

いった施策が可能となり、大きなメリットが期待できるものと考えております。このような観

点から、本完全子会社化により SMFG グループ各社との連携を強化すること及びプロミスの事

業・財務基盤を抜本的に強化することは、業界における競争優位の確立、さらにはプロミスの

企業価値の向上に資するものであり、また、SMFG グループの経営資源の更なる活用等により、

効率的かつ機動的な事業経営を行うことが可能となるという面からも、プロミスの収益力強化

に繋がるものと判断するに至りました。 

また、本公開買付けにおける公開買付価格及びその他の諸条件は、プロミスの株主の皆様に

とって妥当であり、本公開買付けは、SMFG グループ以外のプロミスの株主の皆様に対して合理

的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、プロミスは、本日開催の取締役会におい

て、①本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、②プロミスの株主の皆様が本公開買付

けに応募することを推奨する旨決議しております。また、株式報酬型ストックオプション第１

回新株予約権、株式報酬型ストックオプション第２回新株予約権及び株式報酬型ストックオプ

ション第３回新株予約権（以下第１回乃至第３回を併せて「本新株予約権」と総称）並びに

2015 年満期ユーロ円建取得条項付新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」）に関して

本公開買付けに応募するか否かについては、本新株予約権の保有者及び本新株予約権付社債の

保有者の皆様のご判断に委ねる旨決議しております。 

SMFG がプロミスを完全子会社化した後は、SMFG グループ各社との協働の一層の推進や SMBC

ブランド及び SMBC の営業チャネル等の積極的な活用に加え、プロミスによる SMFG 又は SMBC に

対する本第三者割当増資によって強化された財務基盤を最大限活用してプロミスのさらなる業

容拡大を図り、他の SMFG グループ各社とあわせ、コンシューマーファイナンス事業における

SMFG グループの地位をより強固なものとしてまいります。 

 

２. 完全子会社化に向けたプロセス 
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（１）SMBC による本公開買付け 

SMFG によるプロミスの完全子会社化に向け、SMFG の完全子会社であり本日現在プロミスの普

通株式 27,926,750 株（平成 23 年６月 30 日現在の発行済株式の総数（134,866,665 株）に対す

る割合にして 20.71％）（小数点以下第三位を四捨五入）を所有する SMBC は、プロミスの発行

済株式（本新株予約権及び本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により発行又は移

転されるプロミスの普通株式を含みます。以下同じです。以下「プロミス株式」といいま

す。）、本新株予約権及び本新株予約権付社債を対象とする公開買付けを実施することといた

します。本公開買付けの開始は平成 23 年 10 月 18 日を予定しており、買付価格は、プロミスの

普通株式１株当たり 780 円、本新株予約権それぞれ１個当たり１円及び本新株予約権付社債額

面 10,000,000 円当たり 2,765,880 円（なお、当該金額は、本新株予約権付社債の額面金額

10,000,000 円を本公開買付け開始日現在において有効な転換価額である 2,820 円で除した数

（１株未満の端数切り捨て）に本公開買付けの買付価格である 780 円を乗じた金額です。）円

を予定しております。詳細については SMFG 及び SMBC 公表の本日付プレスリリース「三井住友

銀行によるプロミスに対する公開買付けの開始及び三井住友フィナンシャルグループ又は三井

住友銀行によるプロミスの第三者割当増資の引受けのお知らせ」をご参照ください。 

なお、前記のとおり、プロミスは、本日開催の同社取締役会において、①本公開買付けに賛

同の意見を表明するとともに、②プロミスの株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨

する旨決議しております。また、本新株予約権及び本新株予約権付社債に関して本公開買付け

に応募するか否かについては、本新株予約権の保有者及び本新株予約権付社債の保有者の皆様

のご判断に委ねる旨を決議しております。詳細についてはプロミス公表の本日付プレスリリー

ス「三井住友銀行による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」を

ご参照ください。 

 

（２）SMFG によるプロミスとの株式交換 

SMFG、SMBC 及びプロミスは、本公開買付けにより SMBC がプロミスの発行済株式の全て（プロ

ミスが保有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、原則として、関係当局

の許認可等を前提として、本公開買付け後に、SMFG を株式交換完全親会社、プロミスを株式交

換完全子会社とする株式交換を行うことにより、SMFG がプロミスを完全子会社とすることを企

図しております。なお、SMFG、SMBC 及びプロミスは、本株式交換が、プロミスの株主の意思を

適切に反映し、その賛同を得た上で実施されることを確保するとの観点から、（i）本公開買付

けに対して応募されたプロミス株式の総数がプロミスの発行済株式の総数（プロミスが保有す

る自己株式を除きます。また、本第三者割当増資において発行される株式数は含みません。）

から本公開買付けにかかる公開買付届出書の提出日において SMBC の保有するプロミス株式の数

を控除した数（以下「少数株主保有株式数」）に占める比率（以下「少数株主応募比率」）が

50％超に達した場合（この場合、プロミスが平成 23 年８月 12 日に提出した第 51 期第１四半期

報告書に記載された平成 23 年３月 31 日現在の総株主の議決権 2,535,922 個に対する本公開買

付け後の SMBC の保有議決権の比率は 61.02％（小数第三位を四捨五入）超となります。）には、

本完全子会社化の実施につきプロミスの株主の皆様の十分な理解が得られたものと判断し、本

株式交換を実施いたしますが、（ii）少数株主応募比率が 50％以下となった場合においては、

本公開買付けに対して応募されたプロミス株式の総数に本公開買付けにおける応募勧誘の際又

は本公開買付け後に本株式交換に賛同する旨の意向を表明したプロミス株主（SMBC を除きま

す。）の保有するプロミス株式の数を加えた数が、少数株主保有株式数から所在不明等により

本公開買付けにおいて応募勧誘を直接行うことができなかった株主の保有株式数を控除した数

に占める比率が 50％超に達したものと、プロミス、SMFG 及び SMBC において確認した場合に限

り、本株式交換を実施するものとし、かかる確認ができない場合には、本株式交換の実施を見

合わせ、又は本株式交換の内容を変更することができる旨合意しております。ただし、いずれ

の場合も、本株式交換の実施は、プロミスの第三者委員会から本株式交換の実施及び内容につ

き少数株主に不利益でない旨の意見を取得することを条件とします。 
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本株式交換が実施される場合においては、プロミスの株主が所有する普通株式の対価として

SMFG の普通株式を割り当て、交付することを予定しており、SMFG の普通株式１株以上を割り当

てられたプロミスの株主は、SMFG の株主となります。本株式交換における株式交換比率は、本

公開買付け終了後に SMFG とプロミスがそれぞれの株主の皆様の利益に十分配慮して協議の上で

決定しますが、本株式交換によりプロミスの株主の皆様が受け取る対価（SMFG の普通株式。た

だし、１株未満の端数を割り当てられた場合は、当該端数売却代金の交付となります。）を決

定するに際してのプロミス株式の評価は、本公開買付けにおけるプロミス株式の買付価格と同

一の価格を基準にする予定です。本株式交換は、その効力発生日を平成 24 年４月頃を目途とし

て実施する予定です。また、SMFG は本株式交換の対価として交付する SMFG の普通株式を、本株

式交換に先立ち市場買付け等により取得した上で交付することを予定しております。なお、本

株式交換は、会社法第 796 条第３項本文に定める簡易株式交換により、SMFG における株主総会

の承認を受けずに実施される予定です。また、本株式交換は、会社法第 784 条第１項に定める

略式株式交換により、プロミスにおける株主総会の承認を受けずに実施される可能性がありま

す。 

本株式交換の実施及び内容は、平成 24 年２月頃を目処に決定する予定ですが、具体的な手続

及びその実施時期については、プロミス、SMFG 及び SMBC の間で協議の上、決定次第、速やかに

公表いたします。 

 

３. プロミスによる利息返還関連の引当金の積み増し及び SMFG 又は SMBC に対する第三者割当

増資について 

コンシューマーファイナンス事業においては、利息返還請求の高止まりに加え、上限金利規

制や貸金業者に対する総量規制の導入に伴う市場規模の縮小といった厳しい事業環境に直面し、

業界各社は営業貸付金残高の減少を余儀なくされており、経営環境は依然として厳しい状態が

続いております。こうした環境の中、プロミスは、平成 22 年１月に発表した事業構造改革プラ

ンに基づき、コスト構造改革及びグループ経営資源の選択と集中による効率化を断行し、経営

基盤を整えてまいりました。 

しかしながら、本日プロミスが公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお

知らせ」に記載のとおり、平成 24 年３月期第２四半期末において約 3,900 億円の利息返還関連

の引当金（利息返還損失引当金、及び貸倒引当金中の利息返還にかかる元本充当分を含みま

す。）の計上が必要となった結果、同引当金の追加繰入れを実施し、それに伴いプロミスは、

平成 24 年３月期第２四半期累計期間において 2,034 億円の当期純損失を計上し、自己資本が大

幅に毀損することとなります。このような状況の下、プロミスは、プロミスの財務基盤に対す

る大きな制約要因となっている利息返還請求への抜本的な対応により毀損したプロミスの財務

基盤を早急に改善させ、将来の成長戦略に向けた積極的な施策の推進を可能とすることが必要

不可欠であると判断し、本第三者割当増資を決定するに至りました。 

本第三者割当増資による調達予定額は約 1,200 億円であり、このような多額の必要資金を早

期かつ確実に調達し、財務基盤の強化を図るための方法として、プロミスは、コンシューマー

ファイナンス事業を、中長期的に、個人消費を支えるリテールビジネスのラインナップの一つ

として重視していきたいと考え、既にプロミスグループをコンシューマーファイナンス事業に

おける中核的存在の一つとして位置づけている SMFG グループを引受先とする本第三者割当増資

が、経営上合理的なものであると同時に、最も有効な手段であると判断いたしました。本第三

者割当増資は、SMFG グループとして、個人の金融取引複合化の観点からリテールビジネスの中

核事業の一つとなるコンシューマーファイナンス事業を一層強化、育成するものであり、「質、

量ともに No.１のコンシューマーファイナンスカンパニーの実現」を目指すプロミスの企業価値

の向上に寄与するものであると判断しております。 

上記の判断に従い、プロミスは、本日開催の同社の取締役会において、平成 23 年 12 月 26 日

を払込期日とし、１株当たり払込金額を 531 円、払込金額の総額 119,999,999,700 円として、
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SMFG 又は SMBC を割当先とする本第三者割当増資を行うことを本日付で決議し、また、SMFG 及

び SMBC は、各社取締役会において、プロミスによる本第三者割当増資に係る払込金額総額

119,999,999,700 円につき SMFG 又は SMBC が全額引き受けることについて、本日付でそれぞれ決

議しております。本第三者割当増資の割当先は、本公開買付けの結果を踏まえ、本完全子会社

化の実施の有無を勘案して、平成 23 年 12 月上旬を目処に、本完全子会社化手続が実施される

見込みである場合には SMFG に、そうでない場合には SMBC に決定する予定です。かかる決議に

基づき、SMFG 及びプロミスは、本第三者割当増資に関し、本日付で株式引受契約を締結してお

ります。 

なお、本第三者割当増資は、プロミスの財務基盤の強化等を目的として行われるものであり、

本公開買付けの結果にかかわらず実施されること（ただし、プロミス取締役会による本公開買

付けに賛同しプロミスの株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見表明に

係る取締役会決議を変更又は撤回しないこと等の一定の条件が合意されています。）が予定さ

れております。 

詳細についてはプロミス公表の本日付プレスリリース「第三者割当による新株式発行に関す

るお知らせ」並びに SMFG 及び SMBC 公表の本日付プレスリリース「三井住友銀行によるプロミ

スに対する公開買付けの開始及び三井住友フィナンシャルグループ又は三井住友銀行によるプ

ロミスの第三者割当増資の引受けのお知らせ」をご参照ください。 

 

４. 完全子会社化後の業務連携強化の方向性 

SMFG、SMBC 及びプロミスは、平成 23 年９月 30 日付の基本契約において、SMFG によるプロミ

スの完全子会社化後の業務連携強化について合意しております。具体的には、相互の業務連携

を一層強化すべきとの共通認識の下、速やかに業務連携委員会を設置し、法令等で許容される

範囲で、以下の分野等につき具体的検討を行い、相互の連携を強化していくことを合意してお

ります。 

（１） プロミスと SMBC の販売チャネルの共同利用の更なる推進 

（２） SMBC ブランドを活用したプロモーションの強化 

（３） SMBC との協働によるアジア・リテール展開の促進 

（４） サービサーやミドル・バック機能（注）のグループ内集約による効率化 

（５） SMFG グループ各社の審査ノウハウ、その他各種情報の共有化の推進 

（注）ミドル・バック機能とは、事務をはじめとする後方・支援業務などのことです。 

 

５．今後の見通し 

本件取引に伴う SMFG の平成 24 年３月期業績予想の修正はありません。なお、プロミスの平

成 24 年３月期業績予想につきましては、プロミス公表の本日付プレスリリース「業績予想及び

配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

【ご参考】本件取引に関連する本日付公表のその他のリリース 

 SMFG 及び SMBC「三井住友銀行によるプロミスに対する公開買付けの開始及び三井住友フィ

ナンシャルグループ又は三井住友銀行によるプロミスの第三者割当増資の引受けのお知ら

せ」 

 プロミス「三井住友銀行による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知

らせ」 

 プロミス「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」 
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 プロミス「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」 

 

以  上 
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 ＜ご注意事項＞ 

* このプレスリリースには、SMFG グループ又はプロミスグループの財政状態及び経営成績

に関する SMFG グループ又はプロミスグループ及び各グループ各社経営陣の見解、判断又

は現在の予想に基づく、「将来の業績に関する記述」が含まれております。多くの場

合、これらの記述には「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能

性」やこれらの類義語が含まれますが、この限りではありません。また、これらの記述

は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであり、実

際の業績は、このプレスリリースに含まれる若しくは、含まれるとみなされる「将来の

業績に関する記述」で示されたものと異なる可能性があります。実際の業績に影響を与

えうるリスクや不確実性としては、以下のようなものがあります。国内外の経済金融環

境の悪化、グループのビジネス戦略が奏功しないリスク、合弁事業・提携・出資・買収

及び経営統合が奏功しないリスク、海外における業務拡大が奏功しないリスク、不良債

権残高及び与信関係費用の増加、保有株式に係るリスクなどです。これら及びその他の

リスク及び不確実性に照らし、このプレスリリース公表日現在における「将来の業績に

関する記述」を過度に信頼すべきではありません。SMFG グループ及びプロミスグループ

は、いかなる「将来の業績に関する記述」について、更新や改訂をする義務を負いませ

ん。SMFG グループ及びプロミスグループの財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に

重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、このプレスリリースのほか、有価証

券報告書等の本邦開示書類や、SMFG が米国証券取引委員会に提出した Form 20-F、各グ

ループが公表いたしました各種開示資料のうち、最新のものをご参照ください。 

* 本公開買付けは、公開買付者である SMBC により、日本で設立された会社であるプロミス

の証券を対象として行われるものです。これらの会社は日本に所在し、全ての役員及び

取締役は日本の居住者であるため、当該公開買付けに関して米国証券諸法に基づいて生

じる可能性のある権利及び請求を執行することは困難な場合があります。これらの会社

又はその役員若しくは取締役を、米国証券諸法への違反を理由として日本の裁判所に訴

えることはできない可能性があります。また、これらの会社及びその関連会社に対し、

米国裁判所の判決に従わせることは困難な場合があります。 

* 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して

実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び基準とは必ずしも同

じではありません。特に米国 1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 

1934）（その後の改正を含みます。）第 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及び同条の下で定

められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に

沿ったものではありません。 

* 公開買付者である SMBC 及びプロミスの各財務アドバイザー、公開買付代理人並びに SMBC

（それらの関連会社を含みます。）は、日本及び米国の証券取引関連法制上許容される

範囲で、プロミスの株式又は新株予約権付社債を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの

開始前又は本公開買期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う

可能性があります。かかる買付けは、市場内で時価で行われる場合も、市場外で交渉に

より決定された価格で行われる場合もあります。 
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* このプレスリリースに含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項

及び同施行令第 30 条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規制に関

する第一次情報受領者として、SMFG 及び SMBC による本公開買付けの開始に関するプレス

リリースの発表（平成 23 年９月 30 日午後東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス

において掲載された時刻）から 12 時間を経過するまでは、プロミスの株券等の買付け等

が禁止される可能性がありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行

ったことにより、刑事、民事、行政上の責任を問われることがあっても、SMFG、SMBC 及

びプロミスは一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

*  このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入の申込みの勧

誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若しくは

その一部）又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることも

なく、また契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 

*  このプレスリリースは、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではあ

りません。この文書は、SMFG によるプロミスの完全子会社化に向けた基本契約の締結に

関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投

資勧誘等を目的として作成されたものではありません。 

* 国又は地域によっては、このプレスリリースの発表又は配布に法令上の制限又は制約が

課されている場合がありますので、それらの制限又は制約に留意し、当該国又は地域の

法令を遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地域においては、こ

のプレスリリース又はその訳文を受領されても、本公開買付けに関する株券等の売付け

等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みをしたことにならず、情報としての資料配布と

みなされるものとします。 

* 本件取引に関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われる

ものとします。本件取引に関する書類の全部又は一部については英訳が作成されます

が、当該英訳の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優

先するものとします。 

 


